
八尾市医療機関物価高騰対策一時支援金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、物価の高騰等の影響を受けている第２条に規定する交付対象施設

に対し、負担軽減を図り、安定した地域医療の継続を支援することを目的として、予

算の範囲内において八尾市医療機関物価高騰対策一時支援金（以下「支援金」という。）

を交付することについて、八尾市補助金交付規則（平成16年八尾市規則第26号。以下

「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（交付対象施設） 

第２条 支援金の交付対象施設は、市内に所在する健康保険法（大正11年法律第70号）

第63条第３項第１号に規定する保険医療機関又は保険薬局とする。 

（交付要件） 

第３条 支援金の交付要件は、次の各号全てに該当する場合に限る。 

(１) 令和８年１月１日から支援金の交付申請日（第５条第１項又は第２項の申請を

行う日をいう。）までの間、交付対象施設において事業が行われていること。 

(２) 支援金の交付申請をした日から令和９年３月31日までの間、交付対象施設にお

いて事業を継続する意思を有すると認められること。 

２ 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する者（以下「暴力団等」とい

う。）に対しては本要綱に基づく支援金を交付しない。 

(１) 八尾市暴力団排除条例（平成25年八尾市条例第20号、以下「暴排条例」という。）

第２条第１号に規定する暴力団 

(２) 暴排条例第２条第２号に規定する暴力団員 

(３) 暴排条例第２条第３号に規定する暴力団密接関係者 

３ 市長は、支援金からの暴力団等の排除に関し警察への照会確認を行うため、申請者

に対し、役員の氏名（フリガナを付したもの）、生年月日、性別等の個人情報の提出を

求めることができる。 

（支援金の交付額） 

第４条 支援金の交付額は、交付対象施設ごとに、次の各号に掲げる区分に応じ、当該

各号に定める額とする。 

(１) 医療法（昭和23年法律第205号）第１条の５に規定する病院 15,000円に、令和

８年１月１日時点において現に使用許可を受けている病床の数を乗じて得た額 



(２) 前号以外の施設 60,000円 

（交付申請） 

第５条 支援金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、市長に対し、

令和８年５月31日までに、八尾市電子申請システムを利用することにより申請しなけ

ればならない。 

２ 前項の申請が困難である場合にあっては、前項に定める期日までに次に掲げる書類

を市長に対し、提出することにより申請することができる。 

(１) 八尾市医療機関物価高騰対策一時支援金交付申請書（様式第１号） 

(２) 誓約書・同意書（様式第２号） 

(３) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第６条 市長は、前条第１項又は第２項の申請があったときは、第１項においては当該

申請に係る電磁的記録、第２項においては当該申請に係る書類（以下「電磁的記録等」

という。）により当該申請の内容を審査し、支援金を交付すべきものと認めたときは、

支援金の交付の決定をするものとする。 

２ 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため申請書の記載内容について軽

微な修正が必要と判断したときは、申請者の同意を得て、支援金の交付申請に係る事

項につき修正を加えることができる。 

３ 市長は、交付申請に係る電磁的記録等に不備があると認めるときは、当該申請をし

た申請者に対し、相当の期間を定めてその補正を求めることができる。この場合にお

いて、当該相当の期間内に申請者が補正を行わなかったときは、市長は、当該申請が

取り下げられたものとみなすものとする。 

４ 市長は、第１項の規定による交付の決定をした申請に係る情報のうち、申請のあっ

た施設の名称（氏名）及び所在地（住所）に関する情報を公表することができる。 

（交付決定の通知） 

第７条 市長は、前条第１項の規定により支援金の交付を決定したときは、申請者へ支

援金を交付することをもって、申請者に対し交付の決定を通知したものとみなす。 

２ 市長は、前条第１項の審査の結果、支援金を交付することが適当でないと認めると

きは、理由を付して、八尾市医療機関物価高騰対策一時支援金不交付決定通知書（様

式第３号）により申請者に通知するものとする。 

３ 前項の規定による通知は、八尾市電子申請システムを利用して行うことができるも



のとする。 

（交付の時期等） 

第８条 市長は、第６条第１項の規定による交付決定を行ったときは、その翌日から30

日以内に支援金を交付するものとする。ただし、申請者の責めに帰すべき事由により

交付に日数を要する場合はこの限りではない。 

（決定の変更等） 

第９条 市長は、第６条第１項の規定による交付決定について、支援金の額に誤りがあ

ると認めるときは、当該支援金の交付決定を変更するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により支援金の交付決定を変更したときは、理由を付して、八

尾市医療機関物価高騰対策一時支援金交付決定変更通知書（様式第４号）により申請

者に通知するものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第６

条第１項に規定する支援金の交付決定を取り消すことができる。 

(１ ) 第２条の交付対象施設又は第３条の交付要件に該当しないことが判明したと

き 

(２) 第５条第１項及び第２項の規定による申請内容に虚偽が判明したとき（前号に

掲げる場合を除く。） 

４ 市長は、申請者の責めに帰すべき事由により、第８条に指定する日までに支援金の

交付ができなかったときは、支援金の交付の決定を取り消すことができる。 

５ 市長は、前２項の規定により交付の決定を取り消したときは、速やかにその内容を

八尾市医療機関物価高騰対策一時支援金交付決定取消通知書（様式第５号）により申

請者に通知するものとする。 

（立入検査等） 

第10条 市長は、必要と認めるときは、申請者に対して報告を求め、又は申請者の承諾

を得た上で職員に当該申請者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査さ

せ、若しくは関係者に対して質問させることができる。 

 （支援金の返還） 

第11条 市長は、第９条第１項又は第３項の規定により支援金の交付の決定を変更又は

取り消した場合において、既に支援金が交付されているときは、期限を定めて、その

額の全部又は一部の返還を命じるものとする。 

２ 支援金の返還に要する費用については、申請者の負担とする。 



（加算金及び延滞金） 

第12条 市長は、前条の規定により、支援金の返還を命ずるときの返還期限は、当該命

令日から20日以内とし、その命令に係る支援金を支援事業者が受領した日から返還金

納付日までの日数に応じ、当該支援金の額（その一部を納付した場合におけるその後

の期間については、既納額を控除した額）につき年10.95パーセントの割合で計算した

加算金を納付させるものとする。 

２ 市長は、支援金の返還を命じ、これが納期日までに納付されなかったときは、納期

日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納金の額につき年 10.95 パーセン

トの割合で計算した延滞金を納付させるものとする。 

３ 前２項における加算金及び延滞金の端数計算等については、規則第22条第１項及び

第４項の規定により計算するものとする。 

４ 市長は、第１項及び第２項の場合において、やむを得ない事情があると認めるとき

は、申請者の申請に基づき、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができ

る。 

 （委任） 

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、保健所

長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和８年２月２日から施行する。 


